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よくある脱退書類の不備・間違い例
◆契約者印のもれ
申請書 右上 契約者様  名前 印字          隣 契約者様
の印を押してください。（法人印、事業所印いずれも可）
ご退職者様の押印は
必須ではありません。

◆送金口座 間違 
・支店名が違う ・「○○中央支店」の中央のあるなし ・口座番号が違うetc.
口座 間違      再送金 1週間以上かかります。
確認    給与口座  送金  勧     （給与口座以外  可）

◆申請書と退職所得申告書の住所が違う
全ての書類についてご記入いただく現住所は退職時のご住所です。
例   R8.3.31ご退職の場合はR8.3.31時点でのご住所をご記載ください。
退職後に住所が変わられる場合は、備考欄に新住所といつから変わるかを
ご記載くださいますようお願い申し上げます。

毎年３月末退職者 多  ４ ５月 通常  給付 遅      見込     不備 間違    
   給付       時間            提出前 不備 間違     再確認 上 提出
ください。
     給付  協力 願       

ご担当者様の交代が予定される事業所様へ
人事異動等   、ご担当者様が交代される予定の事業所様におかれましては、次の項目につ
    新   担当者様  引継  協力願   。

１．お問い合わせの際のお願い
当会  本制度 関   問 合        際、必ず事業所番号(ユーザーIDの
上３桁)により契約者様であることを確認しております。ご用件は事業所番号の確認が取
れた後に伺いますので、あらかじめお手元に事業所番号をご用意いただくことでお待ちいた
  時間 短縮        見込    。

２．マニュアル類の活用
当会担当者 不在  、お問い合わせに対し、すぐにお答えできない場合があります。
会員専用サイトへログイン後のトップ画面より「会員向けサイト操作マニュアル」及び「事
務処理要領」をご覧いただくことが可能ですので、積極的にご活用ください。

３．届出の期限
本制度  、休職者を除く毎月１日時点での加入職員数に応じ、  月 掛金 請
求いたします。新規加入や脱退などの届出は毎月の締日までにご登録くださるよう、ご協
力願   。締日は会員専用サイトへログイン後のトップ画面にてご案内しております。
なお、締日を過ぎた場合でも、事由発生が３ヶ月前までの届出であれば登録可能です。
３ヶ月を超える遡及につきましては、事由発生が１年前  の場合に限り、所定の様
式によりご依頼いただくことで、当会にて登録することが可能です。

会員専用サイトの仕様変更について【再掲載】
令和７年９月 改修    休職中 方 転出  際 復職登録      転出登録 可能にな
り    例   復職時期 決定     休職中 方 同一法人内 別事業所 人事異動   
 場合 次    登録 簡略化     可能   
改修前  復職 → 「転出」 → 「転入」 → 「休職」
改修後  転出 → 「転入」

   県社協 毎月末 行 掛金締 処理 都合    転出入 復職 同時 発生  場合 今後
は次のように転入先事業所様   復職 登録        協力願    
転出元  転出 
転入先  転入 →  復職 

〈画面表示〉 ※休職中でも「転出」タブが選択可能です



（金額単位：百万円）


